
令和8年5月号 9

令和8年度　あま市 納税等カレンダー令和8年度　あま市 納税等カレンダー

月 納期限
（振替日）

税務課 保険医療課 高齢福祉課

市県民税
（普通徴収） 固定資産税 軽自動車税

国民健康
保険税

（普通徴収）

後期高齢者
医療保険料

（普通徴収）
介護保険料

（普通徴収）

令
和
8
年

4月 4月30日（木）

5月 6月1日（月）�
※5月31日が日曜日のため 第1期 全期

6月 6月30日（火） 第1期

7月 7月31日（金） 第2期 第1期 第1期 第1期

8月 8月31日（月） 第2期 第2期 第2期 第2期

9月 9月30日（水） 第3期 第3期 第3期

10月 11月2日（月）
※10月31日が土曜日のため 第3期 第4期 第4期 第4期

11月 11月30日（月） 第5期 第5期 第5期

12月 12月25日（金） 第3期 第6期 第6期 第6期

令
和
9
年

1月 2月1日（月）
※1月31日が日曜日のため 第4期 第7期 第7期 第7期

2月 3月1日（月）
※2月28日が日曜日のため 第4期 第8期 第8期 第8期

3月 3月31日（水）

☆納付書等が納期限前までにお手元に届かない場合は、各担当部署へご連絡ください。
☆市税等のお支払いは、口座振替が便利です。

問税務課　☎444・0509　保険医療課　☎444・3168　高齢福祉課　☎444・3141

国民健康保険税　後期高齢者医療保険料　介護保険料

令和8年度から普通徴収の方の納期が変わります令和8年度から普通徴収の方の納期が変わります
令和8年度からは、普通徴収の方の保険税[料]の計算方法をわかりやすくし、納期によって金額に

大幅な増減が発生することを防ぐため、仮算定を廃止して、本算定のみの方法に変更します。それに
伴い、次のとおり納期を7月から翌年2月までの8期に変更し、年1回7月に納付についての通知書を送
付いたします。
なお、特別徴収（年金からの天引き）の方は、納期の変更はありません。

※年金から年6回（4・6・8・10・12・2月）の天引きとなります。
〇令和7年度まで （納期:6回 ・ 納付開始月:4月）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期

仮算定期間 本算定期間
〇令和8年度から （納期:8回 ・ 納付開始月:7月）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
仮算定を廃止（納付はありません） 本算定期間

問 �国民健康保険税　　　:保険医療課　☎444・3168�
後期高齢者医療保険料:保険医療課　☎444・3168�
介護保険料　　　　　:高齢福祉課　☎444・3141

納付書払い
口座振替

の方が対象!




